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訪問三カ国と概要

Diakonie Dusseldorf（養護施設）
領事館

外務省、健康・福祉・スポーツ省
尊厳死協会、シャボット・あかね⽒
Jeugdformaat（⾥親ケア）、⼤使館

Lumos（児童養護）、教育省
TFN（児童養護）、上⿅渡教授
FRG（児童養護）、⼤使館

ドイツ

オランダ

イギリス

アポイントメント先
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⾥親・児童養護

児童養護施設

Lumos

児童養護施設

FRG

2015年10⽉09⽇〜16⽇ 関連団体・施設・政府機関等

オランダ ドイツ

イギリス イギリス
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児童養護の各国の⽐較

ネグレクト
DVなど

施設で
⻑期保護

ネグレクト
DVなど

家族と
再統合

養⼦縁組
を検討親権停⽌

ネグレクト
DVなど

必要なら
⾥親措置

親の
カウンセ
リング

⾥親/養⼦
の元で
18才

親権優先
空⽩の2年
・未成年
・⽀援無し

施設に平均6年
親権停⽌ほぼなし

乳児院なし
親権停⽌多い（
年間6万件）
養⼦縁組優先

乳児院なし
⾥親は⼀時預り
再統合を重視

⼀時保護
（⻑期滞在）

⼀時保護
（期間限定）

⼀時保護
（期間限定）

社会進出
への⼿厚い
保護

ネグレクト
DVなど

施設で
⻑期保護

（社会教育）

親の
カウンセ
リング

施設で⻑期預り
国の個⼈に対する
⽀援が⼿厚い

⼀時保護
（期間限定）

(⽇本)

(イギリス)

(オランダ)

(韓国)

【参考︓2015/10/23 韓国 安養の家訪問】

※塾や⼤学⼊学⾦・授業料の国の⽀援あり
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⽇本の児童養護（児童数）

年齢

（⼤規模） （⼩規模）

乳児院
3,022⼈/133箇所

児童養護施設
28,183⼈/601施設
（半分は定員20名以上の施設） ファミリーホーム

993⼈/223箇所
⾥親
4636
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⽇本の⼊所時の年齢と保護の理由

l 施設の⼊所は5才以下の虐待・ネグレクトが圧倒的に多い

0〜5才

6〜11才

12~17才

15,864
（52.9%）

合計

9,923
（33.1%）
4,143

（13.8%）

29,979
（100%）

※その他、不詳のケースなどがあり、各項⽬の合計は合計の数字とは⼀致していない

虐待
ネグレクト

両親の
精神疾患

両親の
死亡・⾏⽅不明

11,377
（37.9%）

合計

3,697
（12.3%）
1,942
（6.5%）

29,979
（100%）

⼊所時の年齢 ⼊所の理由
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諸外国における⾥親等委託率の状況
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我が国の児童養護の課題

⽇本の現状

l強すぎる親権と施設の既得権益によって、児童たちは施設に
l施設・グループホームでは防げない「愛着障害」
l 「障害の有無」を⾒極めるために施設措置される場合が基本
l措置終了後の進路にも⼤きな課題
l 18歳から20歳までの「魔の2年間」
l多すぎる課題にキャパオーバーになる児童相談所
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オランダ型とイギリス型の児童養護

オランダ

イギリス

ü ⼦どもの権利を重視し、その上で、家族との再統合を⾏う
→ 家族のカウンセリングを実施

ü ソーシャルワーカーは親と⼦どもの双⽅につく

ü ⼦どもの権利を重視を徹底
ü 親権停⽌は年間6万件にも及び養⼦縁組の検討が最優先
ü 実親の権利保護の団体も存在

概要



Page No. 9

l 家庭養護・⾥親措置を最優先させる原則の確⽴（法制化）
l 乳児院は原則廃⽌
l 障害児差別の禁⽌（障害者差別解消法との連携を期待）

l 児童養護の実施主体の基礎⾃治体への移管
l ⺠間団体の有効活⽤・連携強化
l 児童相談所機能の分化と強化
l 児童裁判所の検討

l 教育の無償化実現による機会の平等担保
l 要保護児童当事者の意⾒を聞く仕組みの確⽴

我が国が今後⾏うべき改⾰の⽅向性

l ⼦どもを保護の対象から権利の主体に︕


